
【件名】 

一時帰国時の新型コロナウイルス・ワクチン接種事業（接種期間延長：１月 24日まで） 

 

【ポイント】 

●現在、羽田・成田空港で実施している海外在留邦人等を対象とした新型コロナウイル

ス・ワクチン接種事業は、これまでその期間を 2022 年１月上旬までとお知らせしており

ましたが、昨今のオミクロン株の感染状況やそれに伴う指定施設待機、年末年始の帰国需

要等を踏まえ、2022 年１月 24日まで期間が延長されました。 

●本事業での接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必

要があります。 

https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/ 

その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

 

（お問合せ先） 

在インド日本国大使館 

電話：+91-(0)11-4610-4610（代表） 

メールアドレス： 

○領事関連事項 jpemb-cons@nd.mofa.go.jp 

○配偶者等が外国籍の場合の日本入国査証に関することなど 

jpemb-visa@nd.mofa.go.jp 

 

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下の URL から停

止手続きをお願いします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 


